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輸送の安全に関する事業改善命令及び事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令

平成２５年９月２１日から同月２８日まで、同年１０月９日から同月１２日まで及び

同年１１月１４日から平成２６年１月２０日まで、貴社に対して保安監査を実施した。

監査の結果、貴社においては、別添「ＪＲ北海道の安全確保のために講ずべき措置―

ＪＲ北海道の再生へ―」に示すとおり、輸送の安全及び事業の適切かつ健全な運営を阻

害している事実があると認められた。

このため、鉄道事業法第２３条第１項及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会

社に関する法律第１３条第２項の規定に基づき、別添別紙２「ＪＲ北海道が講ずべき措

置」の１．から３．に掲げる措置を速やかに講ずるよう命令する。

講じた措置については、同別添別紙２の４．に記載した期日までに報告されたい。

この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０

日以内に、国土交通大臣に対し異議申立てをすることができる。


